
子ども支援オフィスの相談実績から見える現状・傾向について

福祉労働部 こども未来課

子ども支援オフィスは、県の委託事業としてこどものいる家庭の困りごとの相談支援窓

口として県内５か所に設置。関係機関と連携しながら、保護者及びそのこどもが抱える課

題の解決を図っている。

【 7年間の相談実績の概要・傾向 】

① 相談件数

累計 5,301件 （開設（平成28年6月）～令和5年3月）

※ こども自身の問題にかかるもの 522件

令和4年度 615件 （コロナ禍前と同水準）

② 相談内容

お金に関する相談 約４割 （コロナ禍の令和2年度以降増加）

③ 相談者の経済状況

世帯月収２０万円以下 52％

※ 相談者の4割を占める母子世帯では78％

④ 相談のきっかけ

社会福祉協議会及び役場の紹介 74％

※ インターネットを含む報道等をきっかけとした相談も増加

⑤ 相談世帯の子どもの状況

小学生から中学生にかけて不登校等の割合が増加

こどもの心身に関すること（発達障がい等）、通学に関すること（養育や不登校、

ひきこもりなど）、養育に関することの相談が多い
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合計 粕屋 水巻 久留米 行橋 田川

H２８ 335 176 61 37 61

H２９ 538 246 101 54 69 68

H３０ 676 288 128 61 134 65

Ｒ１ 579 227 133 38 109 72

Ｒ２ 1419 572 284 138 248 177

Ｒ３ 1139 457 226 101 170 185

Ｒ４ 615 240 164 55 71 85
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～ 相 談 実 績 の 概 要 ～

１ 相談件数の推移

合計 5,301 2,206 1,097 484 862 652

※田川事務所は平成29年7月開所。

【参考：一万世帯当たりの相談件数】

※福岡県推計人口（世帯数）を使用（令和元年10月1日、令和3年10月1日）

新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年度及び令和３年度は増加したが、令和４年度はそれ
以前と同程度となった。

合計 粕屋 水巻 久留米 行橋 田川

（令和元年度） ２４ ２５ ２８ １３ ２９ ２０

（令和２年度） ５９ ６２ ６０ ４７ ６６ ５０

（令和３年度） ４７ ４９ ４８ ３４ ４５ ５３

（令和４年度） ２５ ２５ ３４ １８ １９ ２４

２



３

※相談者1人につき、複数の相談内容をカウント。

２ 相談内容

相談内容のうち、お金に関するものの割合は、令和２年度以降高くなっている。
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４

３ 子ども支援オフィスへの紹介元

オフィスへの紹介元としては役場、社会福祉協議会で約7割。
ちらし・リーフレット・回覧板や新聞・インターネットを含む報道等で約1割。
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自立相談支援機関が把握
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親族・知人・近隣住民

（人）

182人

814人

1587人

139人

・R2,R3において、社会福祉協議会からの紹介が多かったが、R4は減少した。
◎紹介元の上位
（～R1）①役場・社協56％ ②ちらし等16％ ③親族等 8％
（ R2 ）①役場・社協86％ ②ちらし等 8％ ③親族等 2％
（ R3 ）①役場・社協88％ ②親族等 4％ ③ちらし等 3％
（ R4 ）①役場・社協66％ ②親族等 11％ ③インターネット 9％

４ こどもの支援プラン終結者に対する支援内容の評価

支援による効果として、心身の課題の解消が１２９人、生活習慣の改善が４２人、不登校や
ひきこもりの解消が２９人。
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食事の心配の解消
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学習意欲、成績等の向上
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不登校、ひきこもりの解消

生活習慣の改善

受診等による心身の安定
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（対象は228人(複数回答))



２ 相談者と子どもの関係（続柄）
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（n=1,587（不明者を除く））

父母である相談者のうち47％がひとり親であった。

H28-R1 R2-R3

～ 相 談 実 績 の 詳 細 ～

Ⅰ 相談者（保護者）に関する相談実績

１－１ 相談者とこどもの関係（続柄）

１－２ 父母の状況（ひとり親の割合）

n = 4,531（不明者を除く）
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相談者の年齢分布は、30代と40代で６５％を占める。

２ 相談者の年齢

n = 4,196（不明者を除く）

10代

1%

20代

19%

30代

34%

40代

31%

50代

11%

60代以上

4%

〇全体に占める割合 〇事務所別割合
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相談者のうち、52%の世帯月収が20万以下。令和４年度においても、世帯月収２０
万円以下の割合は、令和元年度以前より高くなっている。

３－１ 相談者の世帯月収
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※月収には、就労収入のほかその他手当等を含む。
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相談者の世帯月収について、母子世帯のうち78％が20万円以下。
二人親世帯では21～30万円の層（34％）が最も多い。

３－２ 相談者の状況別世帯月収
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※月収には、就労収入のほかその他手当を含む。

（n = 2,７１４（不明者を除く））

４ 相談世帯の就労状況
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５ 相談者の最終学歴
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〇全体に占める割合

（n=3,178（不明者除く））
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６ 相談者の家族構成 （こどもの数）

こども１人

39%

こども２人

35%

こども３人
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こども４人6%
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こども６人以上1%

○全体に占める割合 ○左記のうち、ひとり親家庭における割合

（n=3,599（不明者を除く））
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７－１ こどもの就学・就園状況
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９

〇小学校入学前のこどもの就学・就園状況
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その他

食べるものがない

親の問題(離婚、精神疾患)

自傷、家族への暴言・暴力

養育放棄

心身に係る問題

進路

学力関係

通学関係
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（対象は522人(複数回答))
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心身の問題などを抱えるこどもの相談において、不登校又は通学に支障を来している割合は、
小・中学生で多くなっている。

通学に支障を来している割合・・・33%
（しばしば休み＋ときどき休み＋不登校）

通学に支障を来している割合・・・51%
（しばしば休み＋ときどき休み＋不登校）
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Ⅱ こどもに関する相談実績

１ 就学・就園状況

２ 通園・通学状況
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３ こどもが抱えている課題

通学や学力、進路といった学業に係る課題や、発達障がい等を含む心身に係る課題、こども
への養育係る課題が多い。

１０



（対象は522人(複数回答))
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４ 支援に係る関係機関・関係者

支援に際しては、福祉事務所や役場といった行政機関(４０％)や、
学校・スクールソーシャルワーカーといった教育機関(３２％)との連携が多数を占める。
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傾聴支援

児相との連携、施設への入所相談

医療機関受診支援

療育の支援

障がい福祉ｻｰﾋﾞｽの利用支援

修学資金の貸付申請支援

学習支援への参加

保育所・幼稚園への入所支援

学校と連携した見守り・情報共有
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（対象は522人(複数回答))

○通学関係の課題には、教育機関と連携した見守りや入所支援

○学力や進路の課題には、学習支援や修学資金の貸付

○心身に係る課題には障がい福祉サービスの利用支援や療育の支援

５ 支援内容
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